
 

技能実習の「困った･･･」を解決しよう！ 

技能実習 

適正化支援 

センター 
 

 

技能実習生の適正な受入れを促進することを目的として、

監理団体・実習実施者の手続支援や相談にお応えします。 

法的保護講習で

は、何をどこまで

教える？ 

技能実習生に請

負業務をさせる

ことは可能？ 

日本人従業員と

同等賃金はどの

ように証明する？ 

監理団体事務の

効率的運用は、

どうしたら良い？ 

送り出し機関は

どこを選べば良い

の？ 

など、技能実習制度に関する多様な相談にお応えします。 

お気軽にご連絡ください。 

ご相談はこちら 

技能実習適正化支援センター 
 

TEL：045-8787-290 / E-mail：info@titsc.org 

上記の答えは、幣センターHP へ！ 

http://www.titsc.org/ 

Technical Intern Training Support Center 



 

技能実習適正化支援センターってどんなところ？ 

行政書士は「街の法律家」です。法律を守る立場の我々は技能実習制度への関与を強め、 

技能実習制度のイメージ向上と適正化のために努力しています。 

各種料金表一覧 

法的保護講習 技能実習法、労働法、入管法 20,000円～（交通費別） 

入管申請 書類作成および提出 15,000円～／1人 

技能実習機構宛ての申請 書類作成および提出 30,000円～／1人 

外部監査 監査実施および記録作成 100,000円～／1社 

各種報告書など 書類作成および提出 10,000円～ 

 

技能実習適正化支援センターは、「外国人技能実習制度」を取り扱う専門機関として、

これまで長年、制度に携わってきた行政書士を中心とした行政書士の集まりで、技能

実習制度の相談、調査などを行うとともに、監理団体などの関係者を支援しています。 

 

法的保護講習の実施 

 各種相談 

法的保護講習は行政書士などの専門家が行うことに

なっています。私たちは制度に詳しい行政書士として技能実

習生に教えなければならないいずれの法律にも深く精通して

います。外国語の堪能な講師を派遣し、技能実習生が正確に楽

しく学べる、効率的な法的保護講習の実施をお手伝いします。 

 書類作成・申請代行 

入国管理局、外国人技能実習機構、労働局、労働基準監督書、

都道府県、警察宛ての重要書類に限らず、定款、総会議事録作

成など組織運営に必要な資料もたくさんあります。私たち申

請取次行政書士は書類を迅速、かつ正確に作成し、皆

さまの事業促進を力強くサポートします。  

技能実習制度を知らずに対応すると、思わぬ落とし穴に落ちか

ねません。新法では罰則が強化され、懲役・罰金が設け

られました。これまで以上に、適正な運営をする必要があり、

そのために技能実習制度に携わって10年以上の私たち行

政書士の力をお貸しします。 


